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エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
に
関
す
る
質
問
主
意
書

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
が
本
年
四
月
十
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
第
�
章
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て

の
基
本
的
な
方
針
、
第
�
節
各
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
位
置
付
け
と
政
策
の
時
間
軸
、
�
�
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
構
造
に
お
け
る
各
エ

ネ
ル
ギ
ー
源
の
位
置
付
け
と
政
策
の
基
本
的
な
方
向
（
�
）
原
子
力
の
項
（
ｐ
�
�
〜
�
�
）
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。「

い
か
な
る
事
情
よ
り
も
安
全
性
を
全
て
に
優
先
さ
せ
、
国
民
の
懸
念
の
解
消
に
全
力
を
挙
げ
る
前
提
の
下
、
原
子
力
発
電

所
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
専
門
的
な
判
断
に
委
ね
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
り
世
界
で
最
も
厳
し

い
水
準
の
規
制
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
判
断
を
尊
重
し
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
を
進
め
る
。
」

と
あ
る
。
こ
の
記
述
に
つ
い
て
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

「
世
界
で
最
も
厳
し
い
水
準
の
規
制
基
準
」
と
い
う
根
拠
は
何
か
。

た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
ア
レ
バ
社
は
航
空
機
の
衝
突
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
格
納
容
器
の
壁
を
二
重
に
し
、
さ
ら
に
メ
ル

ト
ダ
ウ
ン
に
備
え
て
コ
ア
・
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
を
装
備
し
た
原
子
力
発
電
所
を
建
設
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
安
全
対
策
は
日
本

の
規
制
基
準
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
そ
れ
で
も
「
世
界
で
最
も
厳
し
い
水
準
の
規
制
基
準
」
と
い
え
る
の
か
根
拠
を
示
さ

一



れ
た
い
。

二

「
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
専
門
的
な
判
断
に
委
ね
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
地
域

住
民
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
事
故
発
生
時
の
安
全
な
避
難
や
安
全
な
帰
還
な
ど
の
判
断
は
原
子
力
規
制
委
員
会
で
は
行
わ
な

い
と
、
本
年
二
月
二
十
一
日
付
の
答
弁
書
で
政
府
は
答
弁
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
が
見
解
を
う
か
が
う
。

な
お
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
年
二
月
十
三
日
提
出
の
私
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
本
年
二
月
二
十
一
日
付
の
政
府
答
弁
書

で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
同
委
員
会
（
原
子
力
規
制
委
員
会
）
は
、
（
中
略
）
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設

の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
等
（
以
下
「
新
規
制
基
準
」
と
い
う
。
）
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
審
査
を

行
っ
て
い
る
。
（
し
か
し
）
新
規
制
基
準
に
は
、
地
域
防
災
計
画
に
係
る
事
項
は
含
ま
れ
て
い
な
い
」

三

国
民
が
最
も
懸
念
し
て
い
る
の
は
原
発
事
故
が
起
き
た
時
に
安
全
に
避
難
で
き
、
ま
た
短
期
間
で
安
全
に
帰
還
で
き
る
か

ど
う
か
に
あ
る
。
そ
う
し
た
地
域
住
民
の
安
全
性
に
つ
い
て
誰
が
最
終
的
に
判
断
を
す
る
の
か
、
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


